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    総額４億９７６９万２０００円 

物価高騰対策を実施 

 

長く続く物価高騰に加え、中東情勢の緊迫化

によりエネルギー価格などの先行きが不透明

な中、家庭における電気使用料の負担軽減やゼ

ロカーボンシティ実現への取組を促進するた

め、家庭用エアコンなどの省エネ家電の導入に

かかる費用を補助します。 

また、市民の暮らしを守り、地域経済の活性化を図るため、電子地域通貨「Ｏ

ＭＯＴＡＮコイン」を活用した各種キャンペーンを実施するとともに、市営水

道事業という本市ならではの資源を生かし、手続きが不要であり、市民および

事業者に支援を行きわたらせることができる、効率性と公平性の観点から効果

的な、現在実施している水道料金の減額を２カ月間延長します。 

いずれも財源は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」です。 

 

１ 地域脱炭素推進事業（事業費 ４１２５万２０００円） 

(1) 実施期間 

７月１日～令和９年３月１２日（予定）※予算上限に達し次第、終了 

 (2) 補助内容（７００世帯） 

   家庭における省エネ家電製品の購入費（５万円以上）および 

設置費の３分の１（上限５万円） 

 (3) 支給方法 

   現金またはＯＭＯＴＡＮコインアプリの共通ポイント 

   ※ポイント使用期限：令和９年３月２２日（月） 

  【加算要件】 

   ◇ＯＭＯＴＡＮコインアプリでの受け取りを選択した場合、５０００ポ

イントを加算して付与 

◇市内に本店を有する事業者での購入で１万円加算 

   ◇非課税世帯が購入する場合、１万円加算 
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 (4) 補助要件 

  ア 既存の家電を多段階評価点３．０以上（新ラベル）／★３以上（旧ラ

ベル）のエアコンまたは冷蔵庫に買い替え 

  イ １世帯当たり１回（２台）まで 

  ウ 市内の販売店で購入 

 

２ 電子地域通貨「ＯＭＯＴＡＮコイン」各種キャンペーン 

 (1) 第１弾（事業費：８２５０万円 流通額：１３億１４５０万円） 

  ◇チャージ即時ポイント付与キャンペーン 

   コインのチャージ時に即時ポイントを付与することで、チャージ額の増

加につなげ、消費機会の創出と購買意欲の向上を図るとともに、商店会な

どの販促活動との相乗効果を狙います。 

チャージ方法によって還元率を変えることで、普段使いにつながりやす

い「銀行口座連携チャージ」を使用するユーザーの増加を図りつつ、新規・

ライトユーザー向けには、操作が簡単な「専用チャージ機」の利用を促す

など、ユーザー層に応じた利用促進を図ります。 

  【実施期間】 

 期間 

第１回 ８月１日（土）～ １０月３１日（土） 

第２回 １１月１日（日）～ １２月３１日（木） 

第３回 令和９年１月１日（金）～  ２月２８日（日） 

  【付与時還元率・付与上限額（共通ポイント）】 

   １期間当たりの還元上限の合計額は１人当たり１万４０００円分 

合計３期間で１人当たり最大４万２０００円分 

チャージ方法 還元率 付与上限額 

銀行口座連携 １０％ １万円 

専用チャージ機 ３％ ３０００円 

コンビニＡＴＭ １％ １０００円 
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◇はだの・ＯＭＯＴＡＮコインウェルカムキャンペーン 

キャンペーン 内容 付与額（共通ポイント） 

店舗紹介 

キャンペーン 

登録店舗が新たな店

舗を紹介し、新規店とし

て登録した場合に、紹介

元の店舗・新規店舗それ

ぞれにポイントを付与 

紹介店舗・新規店舗それぞ

れに１万円分 

（上限２００店舗） 

ＯＭＯＴＡＮ 

ともだち紹介 

キャンペーン 

登録済みのユーザー

が新たなユーザーを紹

介した場合に、それぞれ

ポイントを付与 

紹介ユーザー・新規ユーザ

ーそれぞれに１０００円

分 

（上限１万人） 

ようこそＯＭＯ

ＴＡＮコイン 

キャンペーン 

アプリをダウンロー

ドし、利用登録をした際

にポイントを付与 

アプリをダウンロードし、

利用登録したユーザーに

５００円分 

（上限５０００人） 

【実施期間】 

８月１日～令和９年２月２８日 

 

(2) 第２弾（事業費：１億３３９４万円 流通額：９億２２００万円） 

◇プレミアムポイントバックキャンペーン 

【還元率・プレミアム上限額（共通ポイント）】 

   １人当たり最大１万５０００円分（利用見込み：１万６０００人） 

対象店舗 還元率 付与上限額 

個店など ２０％ １万円分 

大型店など １０％ ５０００円分 

【付与期間】 

   １１月１日（日）～令和９年１月３１日（日） 

◇銀行口座チャージプレゼント抽選 

   銀行口座連携チャージで、１回当たり１万円以上チャージした方を対象

に、抽選で共通ポイント５０００ポイントを付与します。 

  【実施期間】（当選者は各回２００人） 

 抽選対象期間 

第１回 １１月 １日（日）～     １２月１４日（月） 

第２回 １２月１５日（火）～ 令和９年１月３１日（日） 

 

 (3) ポイント使用期限 

   いずれも令和９年３月２２日（月） 
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３ 水道料金の減額期間の延長 

３月検針分～８月検針分で実施している減額措置を２カ月間延長します。 

(1) 対象者 

   市営水道を使用している市民および事業者 

 (2) 延長期間 

   ９月から２カ月間（９月・１０月検針分） 

 (3) 減額内容 

   水道基本料金の全額および口径に応じて超過料金を減額します。 

口径 主な対象 
減額内容 

基本料金 超過料金 

１３～４０ｍｍ 一般家庭、中小規模事業所 

全額 

５０％ 

５０～１００ｍｍ 
病院、スーパーマーケッ

ト、中規模工場 
３０％ 

１５０ｍｍ以上 大規模工場 １０％ 

 (4) 総事業費 

   ９億５１１７万円（８カ月減額分） 

   ※うち、令和８年度補正予算上程分：２億４０００万円 

 (5) モデルケース（一般用、口径１３ｍｍ、使用水量４０㎥／２カ月の例） 

（単位：円） 

区分 
水道料金（税抜） 水道料金 

（税込） 基本料金 超過料金  

減額前 １５２０ ２２４０ ３７６０ ４１３６ 

減額後 ０ １１０４ １１０４ １２１４ 

差 額 １５２０ １１３６ ２６５６ ２９２２ 

  ⇒この例の場合、８カ月分の減額の合計は１万１６８８円 

 

問い合わせ 

１ 地域脱炭素推進事業について 

環境共生課脱炭素推進担当   電話０４６３（８２）９６１８ 

２ 電子地域通貨「ＯＭＯＴＡＮコイン」について 

産業振興課商業振興担当    電話０４６３（８２）９６４６ 

３ 水道料金の減額について 

  財政課財政担当        電話０４６３（８２）５１１６ 

  上下水道局経営総務課財務担当 電話０４６３（８１）４１１３ 

  上下水道局営業課料金営業担当 電話０４６３（８３）２１１１ 


